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平成20年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

平成20年９月10日（水） 

                                           

○議長（中上良隆君）順番15、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 質問は２項目です。まず最初に、消防広域

化について質問を行います。 

 平成18年６月に、消防組織法が改正され、

「市町村の消防の広域化」が盛り込まれまし

た。和歌山県は、「和歌山県消防広域化推進計

画」を策定し、「県内に17消防本部があるのを

５ブロックに統合してそれぞれに消防本部を

置く。広域化対象市町村は、その協議により

「広域消防運営計画」を作成し、平成24年度

までをめどに広域化を実現する」としていま

す。橋本市は伊都郡、紀の川市、岩出市、海

草郡と同じブロックで面積が約858km２、人口

約22万9,000人が対象となります。広域化は住

民にとってどうなのか、また、現在の消防力

はどうなのか、質問を行います。 

 まず、一点目、消防は火事を最小限にとど

め延焼を防ぐことが任務とされます。そのた

めに出動から６分30秒以内に現場に到着し放

水を開始とされています。広域化によって出

動から放水までの時間が長くなるのではあり

ませんか。 

 ２点目、消防力の整備指針は市町村が日標

とすべき消防力の整備水準が示されています。

整備指針に基づいて計算すると、例えば消防

車の配置では現在の橋本市消防本部、伊都消

防組合、高野町消防本部、那賀消防組合、紀

美野町消防本部のそれぞれの管轄人口から出

すと19台が必要となります。これが一つの消

防本部になりますと10台となります。広域化

によつて、人員、消防車の配置が減るのでは

ありませんか。 

 ３点目、消防力の整備指針によると橋本市

の消防職員数は144人となりますが、現在56

人と充足率は38.9％です。全国平均76.0％、

県平均54.5％と比べてもかなり下回っていま

す。広域化よりも現在の消防の充実が大事で

はありませんか。 

 ２点目に移ります。妊婦健診についてです。 

 先日も質問がありましたが、なぜこの質問

を取り上げたのかも含めて質問を行います。 

 今年の７月４日、しんぶん赤旗の１面に「妊

婦健診 公費負担５回以上 自治体の９割

に」という記事が掲載されました。少し紹介

をしますと「妊婦健診の費用を５回以上公費

で負担している自治体が４月時点で1,628市

区町村に上り、全体の約９割に広がっている

ことが、厚生労働省の調査でわかりました。

昨年８月時点では305市区町村(16.7％)でし

た。８カ月で５倍以上に広がったことになり

ます。」こういう記事が載りました。そして和

歌山県内30市町村の平均は2.6回、全国最低で

す。全国平均は5.5回でした。さらに、県内の

いくつかの市と町の６月議会の答弁は、実施

に向けて前向きなものでした。 

 一方、橋本市の６月議会での答弁は全国的

な取り組みから見てあまりにもかけ離れたも

のでした。きのう来年度から公費負担を２回

から５回に増やすという答弁があり、やっと

全国平均まで行ってほっとしています。さら

に、８月22日に行われた閣議後記者会見で桝

添厚生労働大臣は妊婦健診の国の補助を14回

に増やす意向を明らかにしたことからも、政

府は、少子化対策の一つとして妊婦健診の助

成に重点を置いていることがわかります。 

 一方、橋本市は６月議会で副市長が「少子

化対策であれば何でもすべてやっていかなけ
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ればならないというのは。優先順位とか、い

ろんなことの考え方の中で市としては取り組

んでいくことも必要」と答弁されました。重

要性の認識に大きな違いがあります。この認

識の差を問うとともに平成20年度中に妊婦健

診の公費負担を５回に拡充することを求めま

す。 

 壇上からの質問を終わります。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 消防長。 

〔消防長（大西洋二君）登壇〕 

○消防長（大西洋二君）阪本議員の消防広域

化のご質問にお答えします。 

 消防広域化につきましては、平成18年６月

法律第64号において消防組織法の一部改正に

より、「第４章 市町村の消防の広域化」とし

て新たな一章が加えられました。 

 本市や小規模消防本部においては、出動体

制、保有する消防車両、専門要員の確保等に

限界があることや、組織管理、財政運営面で

の厳しさなど消防体制として十分ではありま

せん。これらの諸問題解決に向けより良い住

民サービス向上に広域化が必要との方針が出

されました。 

 それに基づいて和歌山県におきましても、

先ほどの議員ご質問のとおり県内５消防本部

で橋本市は那賀消防組合、伊都消防組合、高

野町、紀美野町の５消防本部との広域化が和

歌山県の推進計画で示されたところでござい

ます。この広域化が実現しましても橋本市消

防署として残りますので出動体制、現場活動

には支障がありません。また、出動から放水

までの時間も同様で遅くなることはありませ

ん。 

 むしろ第２出動や応援体制が容易にできま

すので消防体制の充実強化が図られると考え

ます。 

 ２点目の人員、消防車の配置の件ですが、

これにつきましても、広域化しますと消防本

部の総務、予防関係や通信指令部門の効率化

により、現場活動要員が増強されますので現

在より対応力が低下することはありません。 

 また、消防車両にしましても、署所数が減

少しませんので、基本的には減らないと考え

ています。 

 ３点目の現在の消防の充実についてですが、

総務省消防庁の消防力の整備指針に照らしま

しても職員の充足率は不十分でありますので、

今後さきの６月議会で市長答弁にもありまし

たように（仮称）北署設置計画に合わしまし

て職員、車両の増強を図りたいと思っており

ます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（森本健二君）登壇〕 

○健康福祉部長（森本健二君）妊婦健診の質

問にお答えいたします。 

 本市にとって子育て支援等の少子化対策は、

最重要課題の二つであり、その一つである妊

婦健診公費負担についての重要性の認識も同

様でございます。 

 議員おただしの妊婦健診の公費負担５回実

施については、22番議員にもお答えさせてい

ただいたところですが、来年度よりは妊婦健

診費用の公的負担を現在の２回から５回へと

拡充させてまいりたいと考えております。ご

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君、再質問

はありますか。 

 この際、２番 阪本君の再質問を保留いた

しまして、１時まで休憩といたします。 

（午前11時47分 休憩） 

                     

（午後１時１分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議
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を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そしたら、消防広域化

についてから再質問を行います。 

 まず、１番なんですけども、全体としまし

ては、現在の橋本市の消防は整備が遅れてい

るという認識をいただきましたので、私もそ

のとおりだと思うんですが、実際に細かく見

ていったらどうなのかということで、１番の

再質問を行います。 

 平成19年度の火災発生は、主要成果表で見

れば15件となっておりました。実際に出動か

ら放水までに平均何分かかったのか。また、

一番短く、最短と最長時間もお教えください。 

 それと、昨年度ではないんですけども、先

月の13日、三石台のマンションで火災があり

ました。たまたまなんですけれども、今回、

この質問をするにあたりまして、三石台の方

から電話をいただきました。どういう質問を

するんだという問い合わせだったんですけれ

ども、そのときに、この間のマンションの火

災のときに、どうも放水までに時間がかかっ

ていたのではないかというふうなこともおっ

しゃっておりましたので、詳しく説明をお願

いいたします。 

○議長（中上良隆君）消防本部次長。 

○消防本部次長（森 正克君）そしたら、阪

本議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、第一点目の、平成19年中の火災、先

ほど議員言われました15件でしたが、この中

には消防隊が現場到着するまでに関係者によ

り初期消火をしており消えていた。あるいは、

後から火災があったことを通知を受けた、通

報を受けたということで、それが４件ありま

した。その４件を省かせていただきまして、

11件の火災のまず出動から放水開始までの最

も短かったのは５分でした。そして、最も長

かったのは18分で、出動から放水開始までの

平均は９分54秒でございます。あと、出動か

ら現場到着までの最短時間は４分で、最長は

10分でございます。平均は６分27秒でござい

ます。 

 続きまして、第２点目の三石台の火災なん

ですが、これは、平成20年８月13日、橋本市

三石台におきましてグリーンコート３番館11

階建ての８階より出火の火災でございます。

まず、出動が17時55分に出動しております。

そして、現場到着が18時04分。これにつきま

しては、出動車両としましてタンク消防車、

2,000ℓの水を積んだタンク消防車とはしご車

を出動しております。そのタンク車が18時04

分に現場到着し、そして、建物にある連結送

水管というのを使用し、８階まで水を上げま

して、その送水開始時間がタンク車におきま

しては18時06分。ですから、出動から現場到

着までは９分。そして、現場到着から放水開

始、送水なんですが、送水開始までは２分で

すので、合計11分で送水をしておるというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。

整備指針でいきますと、最小限に出火をおさ

めるという、防ぐということから言えば、出

動から放水開始まで６分30秒ということでい

ろいろな基準が決められているわけです。そ

れから言いますと、平均９分45秒ということ

で、現在の橋本市の消防の力、整備力で言え

ばまだまだ不十分であるということがこのこ

とからも言えると思います。 

 三石台につきましても、先ほど北署のこと

もご答弁ありましたけれども、現在で言えば、

到着までに９分かかるということで、できる

だけ早い北署の整備というのが急がれるとい

うのがこのことからも言えると思います。 
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 ２番に移ります。 

 先ほどから広域になったとしても、今の消

防署は残るので消防車の配置が減るというこ

とはないということだったんですが、ただ、

先ほども言いましたけども、県平均で行って

も、整備率が54.5％と、もともと整備が遅れ

ているわけです。そういう中で、この遅れた

整備力がそのまま残ったとしても、それで本

当に十分であると言えるかというと、難しく

思います。 

 それと、先ほども例で挙げましたけれども、

整備が現在遅れているんだけれども、広域に

なることによって基準が変わってきて、同じ

消防力であっても整備充足率が上がってくる

と。見かけ上上がってくるということにもな

りかねませんので、何よりもまず、現在の消

防力の整備といいますか、いろいろな人員、

また、消防車を含めましていろいろな整備が

何よりも大事であるというふうに思います。 

 それで、たとえ本部が一つになって指令が

いろいろと、２箇所から出動しなさいという

ことで指令は簡単になるかもしれませんけど

も、消防署と消防署のちょうど中間点で火災

が起こるというふうに限られているわけでは

ありませんので、やっぱり出動には時間がか

かるということになってくると思います。 

 それで、３番目なんですけども、県のほう

は、平成24年度までをめどに広域化を実現し

ていくということで言われているんですが、

もともと消防について言いますと、市町村長

が管理するということで、市長がどういう考

え方を持っているのかということが一番重要

になってくると思います。 

 昨年の11月16日に日本共産党の佐々木衆議

院議員が政府に質問主意書を提出したんです

けれども、その答弁書が11月27日に届きまし

て、それによりますと、「消防の広域化は市町

村の自主的な判断により行われるものであり、

市町村は消防組織法第32条第１項に規定する

基本指針及び同法第33条第１項に規定する推

進計画に拘束されるものではない」と。それ

と、「消防の広域化は市町村の自主的な判断に

より行われるものであり、市町村が消防の広

域化を行わなかったとしても、そのことによ

り不利益な扱いを受けることとなるものでは

ない」という、そういう政府の答弁がありま

す。 

 そこで、市長にお尋ねしたいんですけども、

県のほうは平成24年度までをめどに広域化と

いうことを言っているんですが、市として広

域化に向けて積極的に進めるのか、それとも、

まず何よりも、６月議会の答弁ではまず何よ

りも伊都署との合併協議といいますか、その

ことが第一だというふうに６月議会での答弁

もあるわけなんですけれども、再度、県の広

域化計画との関係で市としての態度をお尋ね

いたします。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）阪本議員の質問にお答

えをいたします。 

 非常に消防の広域化問題が大きな焦点にな

ってこようかと思うわけでございますが、や

はり私は、市民の安全・安心という、生命、

身体、財産というこれの主軸とした、そうい

う対応についての最大公約数を求めるべきで

はないかなという考え方でございまして、そ

れぞれ関係の消防署はじめ、関係の部署とも

相談をしておるわけでございますが、ただ、

伊都の消防組合との５年以内にということで、

これの協議にももう何回か入っておるわけで

ございます。私どももそれの一員でございま

すので、特に北部の消防署の問題、いろんな

具体化、これが本市としては一番の大事なこ

とであろうと思いますし、これから企業誘致

も乱立していくわけで、既にどんどん今棟上



－147－ 

げもしておるわけでございますので、やはり

そういうことを含めて今後考えなければなら

ない。 

 ただ、私は広域の、伊都、那賀、紀美野町

も含めた、そういうことも一つの考え方では

ないかな。これは間違わんといてほしいんで

すが、１箇所へ皆集結してというのではない

わけでございますものですから、やはり総務

とか、やっぱり司令室とか、１箇所へ寄せて

いくということは非常に人員削減の面でメリ

ットもできてくるわけでございますし、機能

も、そういう機材もさらに充実してくるにつ

けて、そういうことも一つ考えられるのでは

ないかな。まだ結論は出してございませんの

で、今後、近いうちに一つの方向を出してい

きたいということで結びたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今の市長の答弁で、広

域化も一つの考え方ではないかというふうに

思っているということだったんですけれども、

私も全部１箇所に集めるとは思っていないん

です。今の消防署はそのまま残して、指令本

部というか、本部だけを１箇所にする。ただ、

先ほども言いましたけれども、それで本当に、

ただそうなったときに、23万人としての基準

になってきますので、今、整備できていない

部分、足りない部分が補い合えるかといった

ら、単純には補い合えないというふうに考え

るんです。 

 それと、橋本市の今の現在の消防力は、先

ほども言いましたけども38.9％とかなり低い。

ちなみに伊都消防で言えば76.8％の今充足率

なんです。だから、足したらもうちょっと緩

和できるというふうに考えるのではなくて、

橋本市は橋本市でせめて国平均の75％に近づ

けるのを先にしてというのが大事ではないか

なというふうに考えるわけです。 

 具体的に言いましたら、まず第一に、伊都

との話し合い、伊都消防との話し合い、北部

の北署の具体化が一番であるということです

ので、この北部についてさらに、まだいつご

ろとか、そういうことが一切出ていませんの

で、少なくともめどといいますか、いつぐら

いまでに具体化するかということを答弁を求

めます。 

 市長、お願いいたします。 

○議長（中上良隆君）市長。 

○市長（木下善之君）再度のご質問にお答え

をしてまいりたいと思いますが、やはり北部

の分署については、これは財政が許す限り早

目にという考え方を持っておるのは確かであ

りますけれども、それぞれ議会の皆さんの多

くの耐震の問題から始まって、学校の改築問

題から、何百とメジロ押しにあるんですよ、

妊婦の問題もあるでしょうけども。 

 そういう中で、相当まとまった財源が必要

ということになってまいりますので、やはり

伊都の消防との協議がだんだんと熟してまい

りますから、そこらで、建屋は概ねある程度

の、思っとったより、私の考えよりも金額的

には低いのかなと思うんですが、後の３部交

代の陣容の確保が、やはり十七、八人から20

人は私は要るなという、私、間違っておるか

わかりませんけど、私なりに、これは救急車

も入りますから。そうなりますと、橋本市単

独であれば相当、ほとんどそれほど15人以上

は橋本市で北部へ移さなければならないとい

うことがありますものですから、やはり高野

口の伊都消防の管轄等も十分兼ね合わせて、

そして、うまく効果的に市民の生命、財産を

保持できるように早くしてまいりたいと思う

わけでございます。 

 要は、かつらぎ、伊都との協議次第で時期

が変わっていくであろうと。現在は、何年度

に建てるということはまだちょっと内部で結
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論は出ておりませんので、ご了承をいただき

たいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）一つだけ紹介しておき

たいと思います。 

 先ほど政府から答弁をもらっているという

ふうに紹介したんですけれども、その中で、

もう一つあるんです。答弁の中に、整備指針

に比べて全国的に整備率が低いということで、

政府が整備指針を完全に達成することを不動

の方針として堅持し、実行する立場であるか

どうかという質問をしているんです。それに

対してなんですけれども、消防力の整備指針

は、市町村の消防に必要な施設及び人員に関

する具体的な水準等を専門的、技術的観点か

ら示しているものである。政府としては、各

市町村が整備指針の趣旨を十分理解し、整備

指針に定める消防力が確保されるよう助言や

支援をしてまいりたい。それと、普通交付税

の基準財政需要額における消防費の額は、地

方交付税法第11条から第13条までの規定に基

づき、各地方団体の人口の数に補正を加え、

補正後の人口に消防費の付帯費用である１万

500円を乗じることにより算定しているとい

うことで、地方交付税の中に消防に関する財

源が含まれているわけです。 

 そのことも十分踏まえて、まだまだ充足し

ていない消防力を高める努力を早急にしてい

ただけるよう、再度要請をして、この質問は

終わりたいと思います。 

 次に、妊婦健診についてなんですけれども、

先ほど少子化対策は市の最重要課題の一つで

ありますというふうに、重要であると認識さ

れているという答弁でした。 

 それで伺いたいんですけども、先ほど紹介

した舛添厚生労働大臣の記者会見の中身なん

ですけれども、その中に、これは今年の８月

22日に行われた閣議後の記者会見です。紹介

いたします。「妊婦健診ですが、今５回無料に

しています。その５回の分は、地方交付税、

地財措置でやっておりますけど、国庫から地

方にお金を流す形でやっていますが、これに

460億円既にかけております。もし妊婦の皆さ

んが年間110万人ベビーが産まれる前提とし

て14回全部検診をおやりになるとすると、

1,300億円かかります。既にそのうちの５回分

460億円を既にもうやっておりますから、差し

引き840億円ぐらいになるという計算です」と、

このように、今ということですから、今、こ

の平成20年度に既に国は５回分460億円を地

方交付税の中に含んでいると、このように厚

生労働大臣は何回もおっしゃっております。 

 来年度から５回にするという答弁ではある

んですけれども、既に20年度で５回分含まれ

ているということです。そのことからいって

も、６月議会での答弁はどうも納得がいきま

せんし、なおかつ、今年の残り、例えば半年、

10月以降からでもこの５回分が実施できるの

ではないかと考えるんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）地方交付税に関し

ましての、ちょっとご質問等もございました

ので、私のほうからお答えをさせていただき

たいとい思います。 

 国におきましては、平成19年度で700億円、

平成20年度で730億円を交付税算入している

というような資料をいただいているわけでご

ざいますけども、交付税の普通交付税の基準

財政需要額に730億円を枠として確保してい

るという解釈でございまして、実際に市町村

に交付される金額で言いますと、本市で言い

ますと約半額、半分でございます。 

 といいますのが、基準財政需要額から基準

財政収入額を引いた分が交付税として実際に

自治体に交付される額でございますので、本
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市は約半額、50％程度の交付額ということで

ございます。その辺、ちょっとご理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、舛添大臣が460億円を、730億円

のうち460億円を妊産婦健診に充てていると

いうようなお話でございますけども、この件

に関しまして、県の交付税担当所管課であり

ます市町村課、それから、子育て支援の担当

課であります子ども未来課、それぞれ確認を

させていただきましたところ、その金額につ

いては明確でないと。明らかにされていない

ということでございました。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）明らかでないからでき

ないということに、そういうふうに解釈して

よろしいんでしょうか。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）もう一点、私も申

し遅れたんですけども、地方交付税とはそも

そもどういうことかといいますと、先ほどか

ら言いましたように、需要額から収入額を引

いた額で、自治体の一般財源となるものでご

ざいます。特定財源ということで扱われませ

んので、阪本議員もひょっとしたら資料をお

持ちかもわかりませんけども、今回、730億円

の子育て支援策として需要額に参入された額

ですけども、国といたしましては、この資料

を見ますと、市町村が子育て支援事業として

想定される取り組みということでされていま

す。その中には児童虐待防止対策の推進です

とか、今、議員おただしの妊産婦健診に対す

る費用の助成、それから、ファミリーフレン

ドリー企業の普及ですとか、地域における子

育て力の強化、少子化対策推進本部の設置と、

それぞれそういう項目で想定される事業とし

て明らかにされているところでございますけ

ども、それぞれの取り組みにつきましては、

各自治体の地域によって実情も違いますので、

自治体の裁量にゆだねられているところでご

ざいます。したがいまして、交付税で措置さ

れていると。もともと妊産婦健診が国がすべ

きだということでございましたら、当然国と

したら補助金としてやっぱり交付すべきであ

ると、補助すべきであると。であったら100％、

舛添大臣が14回と言いますのが、14回全部補

助金で交付いただきましたら、100％実施でき

ると考えております。 

 もう一つ、平成18年度までが330億円措置さ

れていたんですけども、その取り組みの事業

の中に妊産婦健診として明確に130億円とい

うことを明らかにされてございました。その

中で、妊産婦検診費の助成ということで、２

回分ということも、回数も明らかにされてお

りました。今回、回数等も明らかにされてお

りません。単なる妊産婦健診費用に対する助

成ということでうたわれております。 

 それと、それぞれの地域の特性とか実情と

かがありますけども、本市におきましては、

子育て支援対策としまして、全国的に取り組

みの遅れている児童虐待防止ネットワークの

設置、それからファミリーサポートセンター

の設置等、本市ではいち早く取り組んだ経緯

もございます。それぞれ地域の実情が違いま

すので、地方交付税に算入されて地域の実情

に合ったように取り組めばよいという考え方

で現在やっております。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）それで私は認識の違い

を問うたわけなんです。いろいろな子育て支

援事業の中に妊産婦健診の費用に対する助成

もあって、いろいろあったと。６月議会の答

弁で言ったら、ほかにもいろいろやることが

ある、だからこれは今できないんだというふ

うな答弁に受け取りました。 

 そして、では、橋本市では何に重点を置い
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ているのかなと思ったわけです。それで問う

たところ、先ほど少子化対策は最重要課題の

一つで、妊産婦健診の助成も大事やというふ

うに認識をしていますという１回目の答弁で

あったわけです。細かく聞いていきましたら、

そうではなくて、ほかにもいろいろな事業が

あって、そちらに重点を置いているんだとい

う答弁が今来たわけ何ですけれども、それで、

改めて問いたいと思うんですが、やっぱり産

み育てやすい環境をつくるということが、ま

ず子育て支援でも大事、重要であると思いま

す。その中で、やっぱり今、青年の雇用の問

題、不安定な非正規雇用が増えてきている中

で、最近の資料でも、34歳までの青年の25％

が非正規雇用となっております。そしたら、

収入も当然少ないですし、その中で１回5,000

円から１万円というふうな妊産婦健診の費用

を出すということが、今の現状で言えばかな

り経済的にも大変であるというふうに思いま

す。 

 そういう今の社会情勢の中で、本当に産み

育てやすい環境をつくる。そのために何より

も妊産婦健診への助成というものが大事にな

ると私は思うわけです。 

 それで、実際に来年度からの５回というこ

とが答弁にあったわけですけれども、できれ

ば、まだ14回というのが確定したわけではな

いんですが、実際に14回も交付税の中に入る

ということが確定された時点では、それに近

い形での助成にすぐ切り替えていただきたい

と思うのとともに、来年度からではなく、今

年度の途中からでも実施をしていただきたい

というふうに考えております。 

 再度、この認識についてのお考えをお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）先ほど森本健康福祉

部長がご答弁させていただいたように、少子

化対策については、本市にとりましても最重

要課題の一つであるというふうに十分認識は

しております。国の交付税措置としてされて

いる部分について、少子化対策ということの

中でいろんな施策がございます。先ほど財政

課長のほうからもご答弁させていただきまし

たように、橋本市として本当に先進的に取り

組んでいる事業はほかにも、例えば発達相談

員の平成12年度に１名採用して、さらに県下

でも、それ自体早かったんですけれども、さ

らに18年にはもう一名増員ということで取り

組んでおることであるとか、それから、高野

口と合併したときに、保育所の職員につきま

しても、パート、臨時を含めまして11人新た

に雇用が必要となりました。これも旧橋本で

の取り組みというのが国の基準以上の取り組

みであるとかいろんな面で、やはり充実して

いるという実態もございます。 

 阪本議員は、現在、妊婦健診というところ

に非常に重点を置いておられますけれども、

平成19年度には、市としては新たに不妊治療

についての予算も当初、そして、９月補正で

増額もいたしましたし、20年度につきまして

は、当初予算から和歌山県の紀州３人っこ施

策ということで新たに三つの事業にも取り組

んでおります。こういったことで、何にもし

ているということではなくて、やはり必要性

の高いものから重点的に、順番に取り組んで

いるという実態でございます。 

 阪本議員は、６月の一般質問の折にも、介

護保険料のことを取り上げられまして、利用

者本人の要望どおりの介護が受けられるよう

にというような質問もいただきました。しか

し、介護保険料の増額については反対という

立場をとられております。充実した公共サー

ビスを望まれるけれども、いわゆる公共料金

の値上げには反対と言える立場の阪本議員と

私とでは当然立場が違います。阪本議員は、
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今回の質問の中で、重要性の認識に大きな違

いがあるのではないかということをおっしゃ

られておりますけども、私は、重要性の認識

は私も十分認識しておりますし、これは、立

場の違いによる認識の違いではないかなとい

うふうに思っております。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）確かに立場の違いはあ

るかもしれません。 

 もう一つ言いたいんですけども、橋本市の

ホームページを見ていますと、頑張る地方応

援プログラムというのが出てきます。この中

で、橋本市の取り組みとして五つ紹介されて

おりまして、その中に橋本市子ども・子育て

のびのび夢プロジェクトというのがありまし

た。 

 それを見てみますと、目的と具体的な成果

目標がどうも合えへんのと違うかなと思いな

がら、実は私、読んだんですけれども、目的

は、本市では平成17年度に国の構造改革特区

の認定を受け、幼保子育て特区として幼保一

元化施設が開設され、市民の皆さまから高い

評価を得ている。現在、その他の地域におい

て幼保一元化施設の開設を進めるため、専任

職員を配置して、この事業を推進するととも

に、児童相談事業、延長保育事業などの子育

て支援事業を展開し、子どもたちが健やかに

育ち、親子の笑顔が輝くまちづくりを進める。

具体的な成果目標が、合計特殊出生率、平成

15年1.09を、平成21年1.26にするというふう

になっているんです。 

 具体的な事業は幼保一元化推進の話とか、

乳幼児健診フォローアップ教室、児童相談事

業、児童虐待防止ネットワーク会議、延長保

育事業、障害児保育事業というふうになって

いるんですけども、私が注目したのは、この

合計特殊出生率のところです。 

 それでいろいろ聞いてまいりましたら、平

成19年度で言えば、今、橋本市の合計特殊出

生率は1.19であるということです。それに対

して国のほうなんですけども、和歌山県全体

が高齢化が進んでいて、全体的に出生率は低

いということなんですけれども、国は現在、

平成19年度で言えば、国の合計特殊出生率は

1.34です。かなり出生率に差があるといいま

すか、やっぱり産み育てやすい環境づくりと

いうことで言えば、出生率が高くなるという

ことも一つの目安になるのではないかなとい

うふうに思います。 

 いろいろな考え方はあるにしても、やっぱ

り若い人が本当に子どもを産み育てやすい橋

本市になろうとしたときには、保育の環境づ

くりも大切です。また、やっぱり出産するい

ろいろな、出産できる病院の数とか、そうい

うこともいろいろ関係してくるとは思います

けれども、やっぱりほかの地域で出産するよ

りも橋本市で出産しようというふうに考えて

もらえるような施策というのにもやっぱり力

を入れていただきたいなというふうに思いま

す。 

 先ほど、繰り返しになって申しわけないん

ですけれども、国のほうが14回補助する。本

当に補助金となれば一番いいんですけれども、

交付税に算入するということになったとして

も、その暁には積極的に５回と言わず、もう

少し増やすということはできないのか、その

ことを再度お尋ねいたします。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）国のほうが21年度ど

のような形であらわれてくるかというのもち

ょっとわかりませんし、できるだけいい方向

で今後取り組んでいきたいなというふうに思

います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）前向きな答弁として受

け止めさせていただきます。ありがとうござ
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いました。 

○議長（中上良隆君）これをもって、２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 


